
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館市議会通信 

公明党の提案を受けて創設された国の交付金による 

プレミアム付き商品券が函館市でも７月２５日（土） 

１０時から各販売所で一斉販売。地域経済活性化の起爆剤

として期待が高まっている。 

公明党の要請で、自治体の実情に応じて財源を 

柔軟に使えるようにした効果が表れた。 

〒041-0852 函館市鍛治２丁目 26-35-201 
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ごあいさつ 

本年４月に行われた統一地方選挙において、深いご理解
とご支援をお寄せくださった市民、有権者の皆さまに、
心から厚く感謝と御礼を申し上げます。本当に、ありが
とうございました。お約束した政策の実現に全身全霊で
取り組んでまいります。皆さまのより一層のご支援を賜
りますよう心からお願い申し上げます。 

サービス付き高齢者住宅 

グランメゾン迎賓館
函館湯川を視察 

デイサービス、訪問介

護、居宅介護、みとり

まで様々なサービス 

をご用意し 

ております。 

函館港視察 

佐藤ひでみち衆議院議

員、しがたに道議、函

館市議団で函館港を視

察。港の重要性、問題

点を確認し 

今後の課題 

に対して取 

り組む。 

街頭演説 
公明党が４５年以上推

進してきた１８歳選挙権

の実現や、衆議院を通

過した安保法制案等、

公明党の考えを街頭で

訴えさせて 

頂きました。 



■ 空き家に限られず、中心市街地などの街な

かにおける住宅の建替えを促進させる施策

が必要と考えられるが見解を伺いたい。 

所有者としての責務を改めて明確にするとともに，適正な

維持管理に必要な措置などを定めることによって，所有者

による適正管理と危険空き家の解消を促進することを目

的に制定されたもの 

行政の役割といたしましては，所有者自身による空き家の

適正管理を促進するために必要な意識啓発や指導などの

ほか，危険性・緊急性が著しく高い場合の市による最低限

の是正措置を行うことなどを通じて，市民の生活環境の保

全に努めていくことである 

 

 

空き家の所有者などを調査する際に，固定資産税の課税情

報の一部を目的外利用できることや，市が所有者に対し必

要な措置を勧告したのにもかかわらず，改善されない場合

には，その敷地につきまして，固定資産税や都市計画税の

軽減対象から，除外されることなどが新たに規定されたこ

とが相違点であります。 

    

  

■ 特別支援学級の支援強化 
函館市教育委員会 教育支援員増員へ 

  ・函館市内の特別支援学校高等部に１２名 

 ・函館市以外の高等養護学校に９名 

 ・函館市内の公立高等学校に４名 

 ・函館市内の私立高等学校に５名 

 ・函館市以外の私立高等学校に１名 

■ 特措法や条例ができた趣旨と行政の役割 

■  

西部地区や中心市街地などにつきましては，建築

から相当年数が経過している住宅の割合が他の地

域より高く，今後の人口や世帯数の減少とともに，

空き家の数が増えていくことが懸念されますの

で，歴史的な町並み保全と，中心市街地の活性化

を支える街なか居住を促進する観点から，地域の

居住環境の改善につながる方策として，空き家等

の解体や既存住宅の建替え促進などの支援に係る

施策の可能性について，検討をしてまいりたいと

考えております 

市教委は市内の小中学校の特別支援学級に在籍する小学生

と中学生が、１０年間でそれぞれ 1.9倍、1.8倍となってい

ると説明し、支援を強化する意向を明らかにした。 

今年５月１日時点の特別支援学級の児童数と生徒数はそれ

ぞれ 243人、128人。うち自閉症・情緒障がい学級に在籍

する児童数は 158人で 10年前の 7倍、生徒数は 63人で同

じく 4倍に上る。在籍児童・生徒の増加を受け、公明党の

強い後押しにより市教委は特別支援教育支援員を拡充し、

本年度は 50 人から 74 人に増員するための予算として約

1200 万円を計上した。市教委は、「教職員の専門性の一層

の向上が課題であり、学校での研修の工夫を働き替えたい」

と学校側と強調して教育の質を高める方針を示した。 

■ 「空き家対策推進特別措置法」と「函館市空

き家等の適正管理に関する条例」の違い 

■ 本年３月に市立中学校の特別支援学級に在
籍していた中学生の進路状況 

■ 市内の特別支援高等部の枠が足りず、やむ
なく市外に進学している。市内で進学でき
るよう対応しているのか。 

生徒の進学の動向に応じた定員増や，地域の実態に応じた特

別支援学校の設置拡大について，これまでも北海道都市教育

委員会連絡協議会などを通じて，国や道に要望している。 

「できる限り身近な地域において」，「一人一人の教育的ニー

ズに応じた専門性の高い教育」が重要であるという基本的な

考え方が示されていることから，各学校に対して，今後とも

本人や保護者の希望を十分把握しながら，適切な進路選択が

できるよう，より一層きめ細やかな対応を指導していきたい。 


